
令和８年５月

沖縄市



（令和４年３月３１日 改正）

※キャンプ瑞慶覧ロウワー・プラザ住宅地区は、
平成27年度のはじめ頃に、沖縄市・北中城村が
それぞれ特定事業の見通しを公表を開始しました。
また、令和7年12月に特定事業の見通しの変更を行いました。

・沖縄市 26,900㎡（公園・緑地用地）





買取期間：平成27年度から令和13年度まで

今回、沖縄市で予定している土地の先行取得事業は、平成27年度

から令和13年度まで実施する計画です。

ただし、以下の場合には、令和13年度よりも早期に申出受付を終了する

場合があります。

・令和13年度よりも早期に、市・村が予定する土地面積を取得できた場合

・令和13年度よりも早期に、ロウワー・プラザ住宅地区が返還され

全ての土地が所有者等に引き渡された場合

また、地権者が市・村に土地を売却する際には、毎年一定期間の

「申出受付期間」を設けますので、その期間内に市・村に対して申出

をしていただくことになります。















地権者から市・村へ土地売却の届出（200㎡以上の土地）



土地の先行取得制度は、「特定事業の見通し」が公表された後、駐留軍用地が返還される

まで適用されます。なお、今回の土地の買取期間は、平成27年度から令和13年度までの年間

で実施する計画ですが、以下の場合には、予定期間を短縮することがあります。

①令和13年度より早期に、市・村が予定する土地面積を取得できた場合。

②令和13年度より早期に、ロウワー・プラザ住宅地区が返還された場合。

売却する面積をご自身で分筆し、売却の申出をしてください。

なお、分筆手続きに時間を要する場合がありますのでご注意ください。









問合せ先

沖縄市：建設部都市整備室都市計画課 （内線2515、2516）

令和８年５月作成


